
別表１－１（連絡窓口）【既存】 

 市町村が実施する創業支援等事業（鹿角市） 

創業支援等事業の目標 

・これまでに鹿角市には創業に関する相談窓口を設置していなかったが、例年、商工振興

担当に２～３件程度の創業に関する相談が寄せられていた。市内の方は、商工会への相談

が定着しているが、転入者等のフォローアップとして鹿角市に連絡窓口を設置し商工会

に設置するワンストップ相談窓口への案内を行う。相談件数は、これまでの２倍の件数増

加を見込み年間６件を目標とする。 

・創業支援対象者数６人、創業者数１人 

  

・年間の各事業単位の創業支援対象者数および創業者数は次の通り。 

事業名 対象者 創業者数 

(別表1-1)鹿角市 連絡窓口 (6) (1) 

(別表2-1)商工会 ワンストップ相談窓口 20 10 

(別表2-2)商工会 個別指導 (7) (7) 

(別表2-3)市内金融機関 相談窓口 4 2 

計 24 12 

※1-1 については、全数 2-1 に引き継がれることから内数とする。また、2-2 は、2-1 の

ワンストップ相談窓口から引き継がれることとなるため内数としている。 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

・鹿角市産業活力課内に設置する連絡窓口と商工会内に設置するワンストップ窓口(別表

2-1)と連携強化し創業希望者に対し手厚い支援を行う。 

・鹿角市と連携する「創業支援機関」を活用して、具体的かつ適切な支援を実施する。 

・創業支援を図る要素別の各連携機関の役割は次の通りとする。 

 

＜創業に必要な要素と各連携機関が担う役割＞ 

①ターゲット市場の見つけ方 

かづの商工会のノウハウを活かし、情報提供を行う。鹿角市では、商談会や県内外の物

販催事への出店について支援を行う。 

②ビジネスモデル構築の仕方 

 かづの商工会は顧客、ニーズへの対応、採算性についてのアドバイスを実施する。 

③売れる商品・サービスの作り方 

 商工会のノウハウを活かして情報提供を行うとともに、、事業者連携のためのマッチン

グ支援を行う。 

④適正な価格の設定と効果的な販売方法について 

 かづの商工会が、販売先、ターゲット、販売方法、価格へのアドバイスを行う。 

⑤資金調達 

 市内金融機関（秋田銀行、北都銀行、東北銀行、秋田県信用組合）は、資金調達へのア

ドバイス及び金融支援を行う。 

 また、かづの商工会は鹿角市で実施している「起業・創業支援補助金」などの補助金申

請や、秋田県の実施する制度の利用を促進するほか、融資を含めた資金調達へのアドバイ

スを行う。 

⑥事業計画書の作り方 

 かづの商工会及び市内金融機関は、事業計画書の策定についてアドバイスを行う。 

⑦許認可、手続き 

 かづの商工会は、創業手続・許認可についてアドバイスを行う。 

⑧コア事業の事業展開の可能性や関連事業への拡大可能性 

 鹿角市と創業支援等事業者が連携し、創業後の事業展開や新分野への進出可能性等に

ついて継続的なアドバイスを行う。 

 

 



⑨創業に向けた準備 

 鹿角市はインキュベートルームを設置し、創業を予定する方や創業して間もない方に

対し安価で事務室を提供し、事業が軌道に乗るまでの期間を支援する。 

⑩情報収集及び交流の場の提供 

 鹿角市は創業される方や、新事業への進出を目指す方々が集い、情報収集や情報交換を

行う場を提供する。 

 

＜創業支援機関との連携＞ 

 窓口相談実施事業者から、毎月下記の項目の提出を求める。市ではこれを集計し、各創

業支援等事業者へ集計結果を報告することで、市内における創業動向の共有化を図り、支

援体制の強化を図る。ただし、名簿等の管理については、個人情報保護法を遵守する。 

（収集項目）相談件数、相談内容、開業予定業種、性別、年齢、開業件数 

 

＜特定創業支援等事業について＞ 

 かづの商工会が実施する「個別指導事業（別表２－２）」を受け、下記内容に達した事

業者を「特定創業支援等事業者」として認め、証明書を発行する。 

・「個別指導」の一環として週に１度程度、１か月に４回以上の打ち合わせを行い、経営、

財務、人材育成、販路開拓等のノウハウを習得したと認められるもの。 

 

＜各事業の共通事項＞ 

・本創業支援等事業計画の全体の進捗状況を鹿角市が把握することとし、創業希望者・創

業者に対するアンケート調査等により、常に体制を改善していくこととする。 

・特定創業支援等事業を実施し、証明書の発行を受けた創業者に対しては、その後の創業

の有無や実績報告等を電話、メール等にて確認する。 

・創業後についても、鹿角市・各支援機関が連携してフォローアップを行い、適切な支援

を行うとともに、成功事例については、各支援機関の機関紙等を通じ、広くＰＲする。 

・公序良俗を害する恐れのある事業を行う創業者に対しては、創業支援サービスを行わ

ない。各連携機関にもこの方針を徹底する。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・鹿角市産業活力課に、専属担当者２名を配置するとともに、かづの商工会にワンストッ

プ相談窓口を設置し、鹿角市及び各支援機関が連携して創業者を支援できる体制を構築

する。また、鹿角市の広報誌やホームページにおいて、本計画と相談窓口設置を広くＰＲ

していくこととする。 

・各支援機関が支援を行った創業者情報等に関しては、個人情報保護に配慮する。 

・各支援機関の連携を密にするため、随時支援機関担当者の連絡会を開催し、各支援機関

の活動状況、改善点について情報共有を行う。 

  

計画期間 

平成２７年４月１日～令和６年３月３１日 

変更箇所については令和元年１２月２０日～令和６年３月３１日 

 



別表２－１（ワンストップ相談窓口）【既存】 

 市町村以外の者が実施する創業支援等事業（かづの商工会） 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

   かづの商工会 

（２）住所 

   鹿角市花輪字柳田１４－１ 

（３）代表者の氏名 

   会長 柳澤 隆次 

（４）連絡先 

   電話 0186-22-0050 FAX0186-23-2698 担当者  

                         企業支援課長 渡辺 正臣 

創業支援等事業の目標 

・かづの商工会内に鹿角市内での創業希望者を対象としたワンストップ相談窓口を設置す

る。 

 

 経営指導員６人を配置し、平成２７～３０年度の実績で平均相談件数１５件あったこと

から、体制の強化により年間で相談２０件を目標とする。 

また、創業件数については、同じく平成２７～３０年度の実績で平均７件あったことか

ら、平均以上の全体で１０件を目標とする。 

 

・創業支援対象者数２０人、創業者数１０人 

 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

・市連絡窓口からの紹介者、及びかづの商工会窓口を訪れた創業希望者・相談者の現状・

要望を把握し、創業希望者に対し創業手続、事業計画の作成、マーケティング戦略等の様々

な悩みや疑問について、経営指導員が無料で相談を聞き、内容に応じて対応方法をアドバ

イスする。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・制度パンフレット等を用いながら相談者の背景（事業内容・資金額等）を把握し、個別

指導及び市の補助制度を案内し、創業可能な骨太の事業計画となるよう細やかに指導する。 

・相談、支援を実施する中で入手する個人情報は保護に留意する。 

・市および商工会は、本制度のＰＲと事業内容を広報やホームページ等で周知を行うほか、

事業の実績やその後の状況などについて情報共有を行う。 

・相談を受ける職員は相応の知識を持った者（経営指導員）が対応する。 

・個人事業の場合は「開業届」、法人の場合は「商業登記簿謄本」の写しの提出を求め、創

業の確認を行う。 

 

 

計画期間 

平成２７年４月１日～令和６年３月３１日 

変更箇所については令和元年１２月２０日～令和６年３月３１日 

  



別表２－２（個別指導）【既存：特定創業支援等事業】 

 市町村以外の者が実施する創業支援等事業（かづの商工会） 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

   かづの商工会 

（２）住所 

   鹿角市花輪字柳田１４－１ 

（３）代表者の氏名 

   会長 柳澤 隆次 

（４）連絡先 

   電話 0186-22-0050 FAX0186-23-2698 担当者  

                         企業支援課長 渡辺 正臣 

創業支援等事業の目標 

・鹿角市内での創業希望者を対象に個別指導を実施する。 

 

 個別指導はワンストップ相談窓口（別表２－１）からの一連の流れで実施する。相談件

数全体のうち、７件が個別指導に至り創業することを目標とする。 

 

・創業支援対象者数７人、創業者数７人 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

・ワンストップ窓口における起業相談の結果、創業に向けて動き出す希望者に対し、経営

指導員が経営、財務、人材育成、販路開拓等についての継続的な指導を行う。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・指導に当たっては、経営指導員により行うものとする。 

・個別指導の一環として週に１度程度、１か月以上、４回以上の打ち合わせを行い、経営、

財務、人材育成、販路開拓等のノウハウを習得させる事業を「特定創業支援等事業」とす

る。 

・特定創業支援等の資格を満たした者については、市が定める報告書様式に氏名、住所、

連絡先、指導の内容、指導の日を記載し、市に提出する。また、個人情報の取扱いについ

ては、かづの商工会が定める「情報取扱規定」に基づき適正な管理を行う。 

・特定創業支援等事業の資格認定者については、全員に対して電話、メール、訪問等の手

段により、個人事業の場合は「開業届」、法人の場合は「商業登記簿謄本」の写しの提出を

求めることにより創業状況を確認するとともに、創業時から６か月ごとの事業状況の報告

及び指導を３年間実施する。 

・また、起業後についても、経営指導員による個別のフォローアップを実施する。 

・名簿の管理については、個人情報保護法を遵守する。 

 

計画期間 

平成２７年４月１日～令和６年３月３１日 

変更箇所については令和元年１２月２０日～令和６年３月３１日 

※本計画変更による特定創業支援等事業に関わる証明書発行については、改正法第４回

認定日以降の申請が対象となる。 

 

  



別表２－３（相談窓口）【既存】 

 市町村以外の者が実施する創業支援等事業（市内金融機関） 

実施する者の概要 

（１）氏名又は名称 

   ①㈱秋田銀行 ②㈱北都銀行 ③㈱東北銀行  ④秋田県信用組合 

（２）住所 

   ①秋田市山王３丁目２番１号 ②秋田市中通３丁目１番４１号 

   ③盛岡市内丸３番１号 ④秋田市南通亀の町４番５号 

（３）代表者の氏名 

   ①取締役頭取 新谷明弘 ②取締役頭取 伊藤新 ③取締役頭取 村上尚登  

④理事長 北林貞男 

（４）連絡先 

   ①花輪支店 電話0186-23-3003 FAX0186-23-3170 

    毛馬内支店 電話0186-35-3041 FAX0186-35-3214 

   ②鹿角支店 電話0186-23-3181 FAX0186-23-2236 

   ③鹿角支店 電話0186-23-3480 FAX0186-23-3001 

   ④花輪支店 電話0186-23-3260 FAX0186-23-3497 

    毛馬内支店 電話0186-35-2291 FAX0186-35-4226 

創業支援等事業の目標 

・鹿角市内での創業希望者を対象とした相談窓口を設置する。 

 

基本的には商工会による窓口相談（２－１）の後に金融機関へ融資相談に訪れる流れが主で

あるが、年間の金融機関へ直接相談の活用件数は４件、うち２件の創業を目標とする。 

・創業支援対象者数４人、創業者数２人 

創業支援等事業の内容及び実施方法 

（１）創業支援等事業の内容 

・創業希望者に対し、融資相談を行うほか、事業計画の作成、マーケティング戦略等の様々な

悩みや疑問について、対応方法をアドバイスする。 

・創業時において必要となる人件費、原材料費、販路開拓費などの運転資金や、店舗・事務所

の開設に伴う費用、機械設備費などの設備資金について、秋田県の新事業展開資金（創業支援

資金）などの融資制度を紹介することにより、地域密着の金融機関の機動力を活かした円滑な

資金調達を支援する。 

 また、日本政策金融公庫など政府系金融機関の創業者向け融資商品等も併せて紹介を行う。 

 

（２）創業支援等事業の実施方法 

・本事業は、市内金融機関が中心となって実施する。 

・本事業を広く周知するため、鹿角市の連絡窓口及びかづの商工会に設置するワンストップ相

談窓口で金融機関情報を周知する。また、各支援機関が情報共有し横断的な連携による利用促

進を図る。 

・本事業では、創業時はもちろんのこと、創業後も必要に応じて運転資金及び設備資金等につ

いて、資金調達の支援や、市補助金の活用を促すなど、連携事業者による創業後のフォローア

ップを積極的に実施する。 

・本事業を実施するにあたっては、個人情報保護法を遵守する。 

 

計画期間 

平成２７年４月１日～令和６年３月３１日 

変更箇所については令和元年１２月２０日～令和６年３月３１日 

 


